
関係箇所

Ｐ１０４～

〔精神疾患
対策〕

　精神科救急入院の受入れが難しいのは、精神保
健指定医が足りないのが大きな原因ではないか。
　よって、数値目標の病院勤務の精神科医師数にお
いて、指定医の目標数も掲げるべき。

　ご意見を踏まえて、精神保健指定医に係る数値目
標を追加しました。（Ｐ１１０）

Ｐ２５７

〔その他医療関
係従事者の確

保〕

　
　超高齢化が進行している現状と未来を考えると、介
護関係人材に関しても、本県の医療を担っていく重
要な存在だと考える。
　県保健医療計画においても、介護関係人材に関し
て盛り込んでいただきたい。

　地域包括ケアシステム構築に向けては介護・福祉
関係従事者も重要な担い手となることから、同時改
定となるわかやま長寿プランとの整合性を図りなが
ら取組を進めていくものであり、計画本文Ｐ２５７に追
記しています。

「第七次県保健医療計画（パブリックコメント案）」に対して寄せられた主な意見等について

主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

全体的事項

　注釈を増やすなど、記載内容を分かりやすくする配
慮をお願いしたい。

　適宜、用語説明等を追加しています。

〔主なもの〕
・（Ｐ３１）「介護医療院」に関する用語説明を追加
・（Ｐ１１９）「認知症施策推進総合戦略（新オレンジ
　　　　　　プラン）」に関する概要説明を追加

（１） ご意見等を踏まえて第七次計画に反映したもの

参考資料１

（１）



関係箇所

Ｐ２５９

〔後発医薬品〕

　後発医薬品（ジェネリック医薬品）に係る使用状況
（現状）を記載していただきたい。
　「保健医療に関する県民の意識調査結果（Ｐ２２）」
では、「今後、処方してもらいたいは、全体の約８
０％」であることから、後発医薬品を積極的に使用促
進に繋げていく旨、記載してほしい。

　ご意見を踏まえて、都道府県別後発医薬品割合に
関する表を追加しました。
　また、計画本文に関してもご意見を踏まえて修正し
ています。

Ｐ３３９～

〔計画の
推進体制〕

　計画の推進にあたって医療保険者が担う役割を明
記してほしい。

　計画推進にあたり、医療保険者に担っていただき
たい役割について追記しました。（Ｐ３４０）

主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

（２）



関係箇所

Ｐ２６～

〔地域医療構想〕

　地域医療構想も県保健医療計画の一部であり、病
床機能の見直しや再編に関しても進めていくこととな
るが、今春の診療報酬改定による影響が、県内各医
療機関に対してどのような影響を与えるのかを懸念
している。

　今回の診療報酬改定内容に関しては、医療機能に
応じて重症患者を受け入れる病院や入院患者のリ
ハビリ等を行い在宅復帰に向けて取り組む病院が評
価される内容となっており、本県が目指す患者の状
態に応じた質の高い医療提供体制の構築と一致し
た方向性となっているところです。
　この方向性に沿った各医療機関の自主的な取組を
支援しながら、引き続き丁寧な取組を進めていく予
定です。

Ｐ２３～

〔二次保健
医療圏の

設定〕

　現行の７保健医療圏を今回、引き続き維持すること
には異論はないが、今後、人口規模、患者受療動
向、疾病構造変化、基幹病院までのアクセス時間の
変化など将来における要素を勘案した上で必要性が
認められる場合は二次保健医療圏の見直しについ
て検討を行い、第八次保健医療計画に反映すること
が必要だと考える。

　現状においても例えば、海南市・紀美野町は和歌
山市と同一の医療圏になっているが、地域包括ケア
システムの推進にそぐわないのではないか。

　二次保健医療圏のあり方に関しては、現状区域の
維持を求める各地域医療関係者の意見を十分尊重
するとともに、地域医療構想の区域や老人福祉圏域
との整合性も考慮した上で、現状の区域（７圏域）を
引き続き維持するものとして整理したところです。
　今回の検討過程においても関係者より様々なご意
見があったところですが、第八次計画策定時にあ
たっては二次保健医療計画のあり方に関して再検討
を行う必要があると考えているものです。

主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

（２） 今回の第七次計画には反映しなかったが、今後の参考とするもの

（３）



関係箇所 主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

Ｐ３３～

〔５疾病対策〕

　５疾病対策にあたっては、健診の受診・保健指導
（生活習慣の改善）等、医療保険者の取り組みが必
要不可欠である。
　県においては、医療保険者の取り組みを推進する
とともに、医療機関等の関係機関と医療保険者が協
働して事業が展開できるよう、関係機関との連携を
図ることを要望する。

　ご意見のとおり、５疾病対策の推進にあたっては医
療保険者をはじめとした関係機関のご協力が不可欠
であると考えています。県民の皆様や関係機関と一
丸となって計画実現に向けて更に保健医療の充実
に努めていきたいと考えているところであり、関係各
位のご協力をよろしくお願いします。

Ｐ３３～

〔がん対策〕

　がんの早期発見のためには精密検査の受診率向
上が必要であり、少なくともそのような診断が可能な
医療機関が身近に必要である。がん診療連携拠点
病院において、病理診断のできる専門医等の確保
が厳しい状況である。県として医師確保の支援を行
うべきではないのか。
　また、がん検診の精度管理も重要である。県外か
らも健診業者が参入しているが、精度管理のチェック
も必要であると考える。

　病理専門医をはじめ、県内で不足している診療科
医師を確保するため、県では医学部の定員増等の
抜本的な対策を講じているところです。引き続き、医
師の地域偏在・診療科偏在の解消に向け対策を検
討してまいります。
　また、市町村が実施するがん検診については、県
外業者についても国のチェックリストに基づき精度管
理を実施しているところです。

（４）



関係箇所

　合併症を受け入れる医療機関は、精神科病院があ
る地域には必ず必要だと考える。
　今回計画では紀南地方に１か所を設けたいという
数値目標となっており、期待している。

　ご意見に関しては、県施策への提言として、参考と
させていただきます。

Ｐ１０４～

〔精神疾患
対策〕

Ｐ１２９～

〔周産期医療〕

　身近なところでお産ができることが住民の願いであ
る。少なくとも、二次医療圏域で安心してお産できる
よう、産科医師の確保を要望する。

　ご要望の産科医確保も含めて、県内各地域で安心
して出産できる現行体制を引き続き堅持していきま
す。

　紀南地方における精神科医療の大きな課題は救
急対応である。田辺市にある紀南こころの医療セン
ターが救急対応できないため、患者は県立こころの
医療センターまで行かなければならない。
　また、東牟婁圏域で対応できる医師体制を確立し
てほしい。認知症疾患医療センターも設置してほし
い。

　紀南地方の精神科救急の停止は、県としても大き
な課題であると考えています。まずは県内の精神科
医師の偏在を少なくできるよう、医師確保に努めてい
きます。

主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

（５）



関係箇所

Ｐ１４０～

〔救急医療〕

　和歌山市における救急搬送は、県立医大附属病
院・日赤医療センターという高度救命救急センターに
集中している現状がある。計画案では、「救急医療
体制を引き続き維持するにあたっては、救急告示病
院等、関係者の協力が不可欠です。」とされている一
方で、地域医療構想では、和歌山市内の急性期病
床数は777床減（３２％減）となされている。救急告示
病院が減り、救命救急センターへの救急搬送集中は
一層ひどくなることを懸念。
　また、各圏域で救急医療の中核を担っているのが
公的・公立病院であるが、地域医療構想ではこれら
の病院が率先して病床数を減らさなければならない
ようにされ、最終的には県知事による命令権まで持
ち出されているところである。救急医療を崩壊させか
ねない計画ではないのか。

主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

Ｐ１６９～

〔へき地医療〕

　従来から、自治医大の卒業生を派遣するなど県行
政として力を入れて頂いていたが、加えて、県立医
大地域医療枠や近畿大学和歌山県民枠の増設に
よってさらなる医師確保に期待。
　無医地区が増えているということだが、へき地診療
所の役割が一層求められ、へき地医療を支えるへき
地医療拠点病院を各圏域ごとに指定するという目標
を本計画で掲げており、医師確保の見通しからも可
能ではないかと思うので、期待している。

　ご意見に関しては、県施策への提言として、参考と
させていただきます。

　地域医療構想を推進するにあたっては、県内各地
域において過剰とされる急性期機能から不足する回
復期機能への病床機能転換も図りながら、今後の人
口減少なども踏まえた上で、将来の医療需要に適切
に対応していく必要があります。
　具体的には、十分に急性期機能を果たしていない
病床の機能転換を促すものであり、地域の救急医療
体制に関しては引き続き堅持していきます。
　今後さらに、ＩＣＴを活用した遠隔救急支援システム
の推進により、地域の二次救急を担う公立病院と三
次の救命救急センターとの連携を強化するなど、救
急医療の充実を図っていく予定です。

（６）
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　小児医療や在宅医療などの地域医療を担っていく
開業医が今後、不足することを懸念している。６年間
の計画だが、現状においても医師の高齢化が進ん
でいる。
　地域の開業医が不足するとなれば、在宅医療等の
充実が難しくなってくるのではないか。

　地域医療を担っていく医師等については本計画に
則りながら確保・養成していくこととなりますが、計画
の推進を図るとともにその進捗状況に関して随時の
点検・管理を行います。
　また、国において地域の外来医療機能の偏在・不
足等への対応に関する医療法改正が検討されてお
り、この動向を踏まえて計画期間の中間にあたる２０
２０年度末において中間見直しを行うなど、必要に応
じて計画を見直します。

Ｐ１７９～

〔在宅医療〕

　「人生最終段階の医療」に関しては、現状、家族で
よく話し合ったことのある方というのはまだ少ないと
思う。
　今後、しっかりと取り組んでいく必要があると考え
る。

　県民意識調査（平成２９年７～８月実施）結果を踏
まえた上で、本計画における数値目標（『人生最終
段階における医療について家族と話し合ったことが
ある者の割合を７０％に』（「話し合ったことがない」と
の回答率を半減する目標））を設定しているところで
す。
　今後とも、「人生の最終段階における医療の意思
決定に係る和歌山県の方針」（平成２９年１２月）の
周知や、講演会や啓発マンガ等により広く啓発して
いきます。

　　ご意見に対する対応等について主なご意見等（要約）

Ｐ２３２～

〔医師確保〕

　計画案でも「過重労働」が指摘されているが、救急
医療の現場では労基署の指導もあり、長時間労働
の解消や、当直制の見直し（交替勤務への切り替
え）などが言われている現状。そうした観点も反映さ
せつつ、医師数の確保計画は抜本的に見直すべき
ではないか。

　医師の過重労働に関しては、本県としても深刻な
問題であると考えているところです。「医師の働き方
改革」に係る検討状況なども踏まえながら、今後、必
要に応じて計画の見直しを行うこととしています。

（７）
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Ｐ２４７～

〔看護職
確保〕

　次期の看護職員需給見通しについては、１１時間
以上の勤務間隔を空けることや、正循環シフト導入
はじめ、有給休暇の取得、サービス残業の解消など
勤務環境改善に資するものにして頂きたい。

　看護職については、２０１８（平成３０）年度に国が
示す受給推計の方針に沿って県の需給推計を行うこ
ととしているところですが、ご意見についてもその参
考とさせていただきます。

　今後、リハビリテーションの需要が高まるので、入
院医療、在宅医療や介護現場など、理学療法士や
作業療法士、言語聴覚士の活動の場が増えると思
われる。県内に就職してもらえるよう、理学療法士・
作業療法士を目指す学生への修学資金制度を復活
してほしい。また、作業療法士の養成施設を県内に
誘致してほしい。

　地域医療構想における「回復期機能」のあり方等
で、「回復期機能を担うためのリハビリ人材を確保し
ていくための各種施策を併せて検討していきます」
（３１ページ）とある。施策の方向について、具体的な
内容や数値目標等を記載すべきではないか。

　今後需要の増加が見込まれるリハビリテーション
人材の確保を行う必要があることから、県内外の養
成施設や各職能団体、医療・介護・福祉の関係機関
等と連携しながら、具体的な確保施策等を検討して
いるところです。

主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

Ｐ２５４～

〔理学療法士・作
業療法士・言語
聴覚士確保〕

Ｐ２４３～

〔薬剤師
確保〕

　新しく開校される薬学部について、県内の医療機
関に勤務してもらえるように、地元枠をつくるなど検
討してはどうか。

　ご意見については、ご要望として今後の参考とさせ
ていただきます。

（８）
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Ｐ２９１～

〔圏域編〕

　圏域での取組方向に「健康づくり」が記載されてい
る圏域とされていない圏域があるが、すべての圏域
に記載願いたい。
　各圏域の取り組みが比較できるよう、記載内容の
統一をお願いしたい。

　圏域編（第７章）に関しては、二次医療圏単位で開
催した圏域別検討会における議論を踏まえて、各地
域における主要な課題の抽出を行うとともに今後の
取組方向に関して記載しているものです。
　主要疾病に対する予防などに関連してそれぞれ、
その取組方向等を記載しているところです。

Ｐ２８７～

〔地域包括ケア
システムにおけ
る医療と介護の

連携〕

　「第６章 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取り組
み」とのタイトルに対し、「保健・予防」に関する記述
がほとんどない。地域包括ケアシステムの概念とし
ては、当然「保健」や「疾病予防」、「重症化防止」等
も関係してくると思われることから、生きがいづくり対
策等も含め、対策を記載するべきではないか。

　保健や疾病予防に関しては、第５章第２節（健康づ
くり 等）においても対策を記載しているところですが、
本計画策定と同時に中間見直しを行う「和歌山県健
康増進計画」においても詳細を記載しているところで
すので、参照願います。
　なお、ご意見を踏まえて、第６章において「重症化
防止」を追記しています。

主なご意見等（要約） 　　ご意見に対する対応等について

（９）


